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男鹿市規則第１０号 

 

男鹿市行政組織規則の一部を改正する規則 

男鹿市行政組織規則（平成１７年男鹿市規則第２号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（組織） （組織） 

第３条 男鹿市行政組織条例（平成17年男鹿市条例第５号）

第２条に規定する次の表の左欄に掲げる部に、当該中欄

に掲げる課を置き、当該課に当該右欄に掲げる班を置く。 

第３条 男鹿市行政組織条例（平成17年男鹿市条例第５号）

第２条に規定する次の表の左欄に掲げる部に、当該中欄

に掲げる課を置き、当該課に当該右欄に掲げる班を置く。 

左欄 中欄 右欄 

総務企画部 企画政策課 企画調整班、広報・地域づくり

推進班 

総務課 総務班、デジタル推進班、人事

班 

危機管理課 危機管理班 

財政課 財政班、管財班 

税務課 課税班、債権管理班 

市民福祉部～産業建設部 （略） 
 

左欄 中欄 右欄 

総務企画部 企画政策課 企画広報班、移住定住促進班 

総務課 総務班、デジタル推進班、人事

班 

危機管理課 危機管理班 

財政課 財政班、管財班 

税務課 課税班、債権管理班 

市民福祉部～産業建設部 （略） 
 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 

（略） （略） 

（庶務担当課） （庶務担当課） 

第13条 各部の庶務を担当する課（次項において「庶務担

当課」という。）、所及び班は、次のとおりとする。 

第13条 各部の庶務を担当する課（次項において「庶務担

当課」という。）、所及び班は、次のとおりとする。 

総務企画部 企画政策課 企画調整班 総務企画部 企画政策課 企画広報班 
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改正後 改正前 

市民福祉部～産業建設部  （略） 
 

市民福祉部～産業建設部  （略） 
 

２ （略） ２ （略） 

別表第１（第６条関係） 別表第１（第６条関係） 

総務企画部 総務企画部 

企画政策課 企画政策課 

企画調整班 企画広報班 

１～17 （略） １～17 （略） 

 18 広報に関すること。 

 19 市勢要覧に関すること。 

 20 基幹統計調査に関すること。 

 21 その他他課に属しない統計調査に関すること。 

18 課の予算経理及び一般庶務に関すること。 22 課の予算経理及び一般庶務に関すること。 

19 その他他の班に属しないこと。 23 その他他の班に属しないこと。 

広報・地域づくり推進班 移住定住促進班 

１～５ （略） １～５ （略） 

６ 結婚支援に関すること。  

７ 広報に関すること。  

８ 市勢要覧に関すること。  

９ 基幹統計調査に関すること。  

10 その他他課に属しない統計調査に関すること。  

11 シティプロモーションに関すること。  

総務課 （略） 総務課 （略） 

危機管理課 危機管理課 

危機管理班 危機管理班 

１～６ （略） １～６ （略） 
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改正後 改正前 

７ 男鹿潟上南秋消防組合に関すること。 ７ 男鹿地区消防一部事務組合に関すること。 

８～13 （略） ８～13（略） 

財政課及び税務課 （略） 財政課及び税務課 （略） 

市民福祉部～産業建設部 （略） 市民福祉部～産業建設部 （略） 

  

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


